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１．業務概要 

本業務の受注者（以下「乙」という。）は、交野市（以下「甲」という。）が所有す

る防火設備について、建築基準法第 12 条第３項に基づき、損傷、腐食その他の劣化

の状況等を点検し、報告書を作成の上、その結果を特定行政庁（大阪府）に報告す

る。特に、人身事故のおそれなど人命に関わる不具合については、点検後すみやかに

その状況や危険性を甲に報告し説明する。 

 

２．業務名称   

交野市立小中学校特定建築設備等（防火設備）定期点検業務委託 

 

３．業務期間 

契約日から令和５年１0 月３１日まで 

 

４．業務対象施設の所在地及び特定建築設備等（防火設備） 

交野市立星田小学校（交野市星田三丁目３３番４号）  

交野市立郡津小学校（交野市郡津四丁目１３番１号） 

交野市立岩船小学校（交野市森北一丁目２５番１号） 

交野市立倉治小学校（交野市倉治一丁目１５番１号）  

交野市立妙見坂小学校（交野市妙見坂七丁目２０番１号） 

交野市立旭小学校（交野市星田四丁目１８番１号） 

交野市立藤が尾小学校（交野市星田北二丁目４５番１号） 

交野市立私市小学校（交野市私市九丁目５番１０号） 

交野市立交野みらい小学校（交野市郡津一丁目４３番１号） 

交野市立第一中学校（交野市私部南三丁目１番１号） 

交野市立第二中学校（交野市幾野四丁目１番１号） 

交野市立第三中学校（交野市星田八丁目６７番１号） 

交野市立第四中学校（交野市天野が原五丁目６５番１号） 

 

特定建築設備等（防火設備）については別紙のとおり 

 

５．点検者の資格 

本業務においての、点検及び点検表の記入は、建築基準法第１２条第３項に規定す

る定期点検有資格者又は、平成２８年国土交通省告示第４８３号の第３に定める要件

により資格者証を有しているものとする。 

 

６．点検項目 

平成 28 年 5 月 2 日国土交通省告示第 723 号（以下、「告示第 723 号」とい

う。）に記載の全ての項目とする。 
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７．業務内容 

1) 定期点検は、告示第 723 号に則り、告示第 723 号の別表第一から別表第四

までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表

(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当

しているかどうかを判定すること。 

2) 定期点検において、是正が必要な箇所並びに特記すべき事項があると判断す

るものについては、プロット図に記入の上、写真を撮影し、整理し提出する

こと。 

3) 定期点検は、特に以下の点に留意して実施すること。 

① 前回の定期点検において指摘された各事項について、その後の処置状況

や劣化の進行状態（初回点検時は除く） 

② 増改築、用途変更等、工作物の増設、設備機器の改修等の履歴と、これ

らがあった場合の建築物全体としての安全性 

③ 劣化・損傷等により安全にかかわる事項や、防火・避難及び構造安全に

関する事項 

4) 告示第 723 号の別表第一から別表第四までの「（は）検査方法」欄におい

て、他の点検の記録により確認することで足りるとされている項目について

は、他の点検の実施状況を確認し、その結果を点検結果表に記載する。 

5) 告示第 723 号の別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目以外で不具

合等が発見された場合は、その状況及び点検の必要性を記録し、簡易に点検で

きるものは同時に点検・調査等を行うこと。 

6) 告示第 723 号の別表第一から別表第四までの(に)欄に掲げる判定基準により

判定を行い、定期検査報告書の点検結果欄に記入すること。なお、記入にあ

たっては、点検結果表文末及び「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライ

ン（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 監修│(財)建築保全セ

ンター 編集・発行)」（最新版を適用）の注意事項に留意すること。また様式

に関しては、一般財団法人大阪建築防災センター（防火設備検査

［2020.4.1 現在様式］）を使用すること。 

（様式は下記ホームページアドレスからダウンロード可） 

https://www.okbc.or.jp/download/report/ 

7) 定期検査報告書を作成し、特定行政庁（大阪府）に報告する。 

 

８．点検作業における注意事項 

1) 点検にあたっては、法令を遵守すること。 

2) 点検・判定は、施設の規模に応じた人数で連携して行うこと。特に安全上重

要な項目の判定は、詳細を確認の上慎重に決定すること。 

3) 学校関係者や利用者、構造物、備品等に傷害・損傷等を与えないよう十分留

意し、必要に応じて適切な対策を行った上、点検を実施すること。万一、傷
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害・損傷等を与えた場合は、乙の負担と責任において対応を行うこと。損傷

等については、速やかに原状復旧すること。 

4) 点検に際し、防火扉やシャッター等の操作、作動を要するものは、点検内

容、手順等を調査職員と打ち合わせの上、事故の起こらないよう十分注意す

ること。 

5) 緊急もしくはおおむね一年以内に補修・改善等の対応が必要と判断するもの

で人身事故等の安全面の不具合については、点検後すみやかに施設管理者に

連絡するとともに、報告書を作成し、甲に報告すること。様式は任意とす

る。（参考様式 1） 

 

９．業務責任者 

1) 業務責任者を１名選任して書面で届出こと。（自社員証等の添付が必要） 

2) 業務責任者は、自らが業務計画書を作成し、従事者には業務目的および内

容、指示命令を行う能力のある者を選出すること。 

3) 業務責任者は、業務従事者以上の経験および知識、技能を有する者とする。

なお、業務責任者は業務従事者を兼ねることができる。 

 

１０．業務従事者 

1) 業務に従事する者の作業員名簿を事前に提出すること。 

2) 業務従事者は、業務責任者の指示に従い不安全行動等をしないこと。 

3) 業務従事者が当該業務に対して、不適当と認めた場合、受託者に対してその

者の変更を求めることができる。 

 

１１．付帯事項 

1) 点検業務においては、学校の夏季休暇期間または土日祝日に実施するものと

する。ただし、調査職員と協議を行い、承諾を受けた場合については、その

限りではない。 

2) 制服（作業着）、名札、保護具を着用して作業を実施すること。 

3) 資格者は免許を携帯し、調査職員の求めに応じて提示すること。 

 

１２．提出書類 

1) 委託業務一般事項は、共通仕様書のとおりとする。 

2) 点検結果報告書（指定様式）を各３部（正・副・起案用）提出すること。 

3) 点検報告書は、インデックス用紙に学校名を記載し、整理すること。 

4) 乙は、成果品を甲へ引き渡す際に、その内容について説明を行うこと。 
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１３．参考図書 

定期点検において参考となる図書を以下に示す。なお、使用する際は最新版を使用

のこと。 

1) 特定建築物等定期調査業務基準 

(一財)日本建築防災協会 編集・発行 

2) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 監修│(財)建築保全センタ

ー 編集・発行 

3) 建築設備定期検査業務基準書 

国土交通省住宅局建築指導課 監修│(財)日本建築設備・昇降機センター 発行 

4) 建築物点検マニュアル・同解説 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修│(財)建築保全センター 発行 

5) 建築保全業務共通仕様書 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修│(財)建築保全センター発行 

 

 

 

以上 



（別紙）

分類等 数　量 単位

防火戸S型 3 枚

防火戸W型 5 枚

防火シャッター 1 枚

防火戸S型 8 枚

防火戸W型 0 枚

防火シャッター 2 枚

防火戸S型 9 枚

防火戸W型 5 枚

防火シャッター 0 枚

防火戸S型 6 枚

防火戸W型 9 枚

防火シャッター 0 枚

防火戸S型 1 枚

防火戸W型 3 枚

防火シャッター 3 枚

防火戸S型 0 枚

防火戸W型 6 枚

防火シャッター 0 枚

防火戸S型 6 枚

防火戸W型 3 枚

防火シャッター 6 枚

防火戸S型 4 枚

防火戸W型 8 枚

防火シャッター 1 枚

防火戸S型 1 枚

防火戸W型 7 枚

防火シャッター 1 枚

分類等 数　量 単位

防火戸S型 6 枚

防火戸W型 0 枚

防火シャッター 0 枚

防火戸S型 0 枚

防火戸W型 12 枚

防火シャッター 2 枚

防火戸S型 3 枚

防火戸W型 15 枚

防火シャッター 1 枚

防火戸S型 0 枚

防火戸W型 15 枚

防火シャッター 0 枚

第三中学校

第四中学校

中学校

第一中学校

第二中学校

小学校

星田小学校

特定建築設備等（防火設備）　一覧

学校

学校

私市小学校

交野みらい小学校

旭小学校

藤が尾小学校

倉治小学校

妙見坂小学校

郡津小学校

岩船小学校



(様式 1) 

 

令和  年  月  日 

交野市長 宛 

代表となる点検者 

 

 

安全面で緊急対応が必要な箇所の報告書 
 

（施設名）  

について、下記のとおり安全面で緊急対応が必要と判断しましたので報告します。 

 

1. 人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等） 

通し 

番号 □ あり（ありの場合は、その箇所と状況を記載） □ なし 

  

2. 火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等） 

通し 

番号 □ あり（ありの場合は、その箇所と状況を記載） □ なし 

  

3. 火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等） 

通し 

番号 □ あり（ありの場合は、その箇所と状況を記載） □ なし 

  

4. その他、安全面で緊急対応が必要な箇所 

通し 

番号 □ あり（ありの場合は、その箇所と状況を記載） □ なし 

  

（注意） 

① 既存不適格の箇所については記載の必要はありません。 

 

 

 

 

施設所管課 

   課長 係長 担当 

      

 


